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周産期医療の柵保について   

周産期医療については、各都道府尉こおいて、医療法（昭和23年法律第205号）節30粂  

の4に基づき、医療提供体制の拙保に閲する基本方針（平成19年相生労働省告示第7D号）に  

即して、かつ、地域の実情に応じて、周躇期医療に係る医痴油状体制等を医療計所に定めるとと  

■もに・、悶死期医瞭対策難業等を活用し、総合悶産期母子医醗センター、地域周産期母子医娠セン  

ター及び搬送体Fljリの推備等を行い、母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療及び高度  

な新生児医療等の周産朔医暁を推進してきた。   

しかし、平成20年10月に兼京都において脳内出血を起こした妊婦が死亡するという邪案が  

発生したところであり、これを受け、「周産期医醸と救急医嫉の柵保と辿携にl刻する懇談会jにお  

いて、周産劫医娠と救急医痴の秋保と建班の在り方、紘は解決のために必要な方錐糾こついて検  

討が行われ、平成21年3月4日に「周産期医板と救急医統の柵保と辿携に快ける恕淡会報告墨」  

（別添1）が取りまとめられた。   

同級瞥揖において、産科傾城以外の急性期疾患を合併する妊羅願こも股鞍の医痛が堤供できる  

よう、伺座州医痴対策串菜の見荘〔しを行うこと、地域のニーズに沿うよう晰を持たせつつ、中長  

期的視点にたって鱒産期偲子医痴センターの指定貼準を見粧すこと、周産劫救急医掠を一般救急  

医痴対策の中に位置付けるよう、医腑計耐に閲する基本方針の改正を行うこと邸が提言されてい  

ること等を踏まえ、「周産糊医瞭対策部業等の実施について」（平成21年3月30日付け医改発  

第0330011号）の周産期医療対策非業等実施要綱の第■1の4に基づく周座州医療体制整備  

指針を別添2のとおり定めるとともに、医療提供体側の確保に閲する基本方針の一部を改正する  

件（平成22年厚生労働省告示第28号。別添3。）により、医療提供体制の純保に閲する基本方  

針を改正したところである。   

ついては、周産期医療対郡部業を実施している各都道府県においては、‾F記の訴項に留意の上、  

周産期医療体制韮傭指針に基づき、周産期医療協議会の設置、周産期医船体制整備計画の策定、  

総合何度糊母子医療センターの指定、地域周産期母子医療センターの認定、周座州医療惜潮セン  

ターの設敬啓周産州医掠体制の整備に取り組むようお願いする。また、各都道府県においては、  

下記の耶項に留意の上、周産期医療体制盤棚指針を踏まえ、医療提供体制の確保に関する基本方  

針に即して、かつ、地域の実情に応じて、医疾計画の変更を検討するとともに、本通知の内容に  
ついて批管下の関係者に対して周知するようお願いする。  
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記  

第1 周産期医療体制整備指針の主な内容  

周産期医療体制整備指針の主な内容は、次のとおりであること。  

1 経論的事項   

（1）周産期医療協議会  

都道府県は、周産期医療体制の整備に関する協訪を行うため、周産期医療協議会を設置  

するものとすること。   

（2）周産期医療体制に係る調査分析  

都道府県は、周産期医療体制に係る調査分析を行うことが望ましいこと。また、調査分  

析の結果について、都道府県は、住民に公表するとともに、周産期医療協議会に報告し、  

周産期医療体制の整備に係る検討に活用するものとすること。   

（3）周産期医療体制整備計画  

ア 都道府県は、周産期医療協誌会の意見を聴いて、周産期医療体制整備計画を策定する  

ものとすること。  

イ 周産期医療体制整備計画には、現在の医療資源を踏まえた内容とともに、中長期的な  

観点から、地域の医療需要に見合う十分な医療を提供することを目標とした医療施設や  

医療従事者に関する整備・確保方針を盛り込むものとすること。  

ク 留意事項  

（ア）都道府県は、出生1万人対25床から30床を目標として、地域の実情に応じたN  

ICUの整備を進めるものとすること。  

（イ）都道府県は、地域の実情に応じ、GCU、重症児に対応できる一般小児病床、重症  

心身障害児施設等の整備を図るものとすること。また、在宅の重症児の療育・療養を  

支援するため、訪問者護やレス′くイト入院等の支援が効果的に実施される体制の整備  

を図るものとすること。  

（4）総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センター  

ア 都道府県は、周産期医療体制整備計画を踏まえ、必要な機能、診療科臥設備等を有  

する医療施設を総合周産期医療センターとして指定するものとすること。また、都道府  

県は、必要な機能、診療科目、設備等を有する医療施設を地域周産期母子医療センター  

として認定するものとすること。  

イ 総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターは、必要な機能、診療  

科目、設備等を満たさなくなった場合は、その旨を速やかに都道府県に報告するものと  

し、当紘報告を受けた都道府県は、当該医療施設に対して適切な支援及び指導を行うも  

のとすること。  

ウ 都道府県による支援及び指導が実施された後も総合周産期母子医療センター又は地域  

周産期母子医療センターが改善しない場合は、都道府県は、当該医療施設の総合周産期  

母子医療センターの指定又は地域周産期母子医療センターの認定を取り消すことができ  

るものとすること。   

（5）周産期医療体制整備計画の推進  

ア 都道府県は、周産期医療体制整備計画の推進に当たっては、医療施設の整備、医療従  

事者の養成、関係団体との連携・協力、財政的な支援等の条件整備に十分留意するもの  
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とすること。   

イ 都道府県は、オープンシステム・セミオープンシステム等を活用し、総合周産期母子  

医療センター、地域周産期母子医療センターその他の地域における周産期医療に関連す  

る病院、診療所及び助産所（以下「地域周産期医療関連施設」という。）等の間の緊密な  

連携を図ることにより、各施設の果たしている機能に応じて適切な医療が提供されるよ  

う配慮するものとすること。  

（6）周産期医療体制整備計画の見直し  

周産期医療体制整備計画については、おおむね5年ごとに調査、分析及び評価を行い、   

必要があると認める場合には、周産期医療体制整備計画を変更するものとすること。  

2 各論的事項  

（1）総合周産期母子医療センター   

ア 総合周産期母子医療センターは、相当規模のMFICUを含む産科病棟及びNICU  

を含む新生児病棟を備え、常時の母体及び新生児搬送受入体制を有し、合併症妊娠、胎  

児・新生児異常尊母体又は児におけるリスクの高い妊娠に対する医療、高度な新生児医  

療等の周産期医療を行うことができるとともに、必要に応じて当該施設の関係診療科又  

は他の施設と連携し、産科合併症以外の合併症を有する母体に対応することができる医  

療施設を都道府県が指定するものであること。   

イ 総合周産期母子医療センターは、地域周産期医療関連施設等からの救急搬送を受け入  

れるなど、周産期医療体制の中核として地域周産期医療関連施設等との連携を図るもの  

とすること。  

く2）地域周産期母子医療センター   

ア 地域周産期母子医療センターは、産科及び′ト児科（新生児医療を担当するもの）等を  

備え、周産期に係る比較的高度な医療を行うことができる医療施設を都道府県が認定す  

るものであること。ただし、NICUを備える′ト児専門病院等であって、都道府県が適  

当と認める医療施設については、産科を備えていないものであっても、地域周産期母子  

医療センターとして認定できるものとすること。   

イ 地域周産期母子医療センターは、地域周産期医療関連施設等からの救急搬送や総合周  

産期母子医療センターからの戻り搬送を受け入れるなど、地域周産期医療関連施設等と  

の連携を図るものとすること。   

ウ 都道府県は、各地域周産期母子医療センターにおいて設定された提供可能な新生児医  

療の水準について、医療計画又は周産期医療体制整備計画に明記するなどにより、関係  

者及び住民に情報提供するものとすること。  

（3）同産期医療情報センター   

ア 都道府県は、総合周産期母子医療センター等に周産期医療情報センターを設置するも  

のとすること。   

イ 周産期医療情報センターは、地域周産期医療関連施設等と通信回線等を接続し、周産  

期救急情報システムを運営するものとすること。  

（4）搬送コーディネーター  

都道府県は、周産期医療情報センター、救急医療情報センター等に、搬送コーディネー   

ターを配置することが望ましいこと。  

（5）周産期医療関係者に対する研修  
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都道府県は、地域周産期医療関連施設等の医師、助産節、看護節、搬送コーディネータ  

ー、NICU入院児支援コーディネーター等に対し、必要な専門的・基礎的知識及び技術  

を習得させるため、到達目標を定め、研修を行うものとすること。  

第2 その他  

1 周産期医療体制整備指針の適用関係  

周産期医療体制整備指針については、本日から適用するものであること。  

なお、総合周産期母子医療センター及び地域周産期母子医療センターが周産期医療体制整   

備指針に定める機能、診療科日、設備等を満たさない場合は、都道府県においては、当該施   

設に対して適切な支援及び指導を行うこと。   

2 周産期医療体制整備計画   

（1）周産期医療対整備計画の策定期限  

周産期医療体制整備計画については、できるだけ早く策定することが望ましいが、平成  

21年度中に策定できない場合は、遅くとも平成22年度末までに策定すること。   

（2）周産期医療体制整備計画と医療計画との関係  

周産期医療体制整備計画は周産期医療対軍事菓等実施要綱に基づく周産期医療体制整備  

指針に基づき定められるものである一方で、医療計画は医療法第30条の4に基づき定め  

られるものであり、それぞれの根拠は異なるものであること。  

周農期医療体制整備指針において、周産期医療体制整備計画を医療計画の一部として定  

めることができるものとしており、この場合においては、医療計画に、周産期医療体制に  

関する基本的な内容を記載した上で、個別具体的な内容は周産期医療体制整備計画に定め  

る旨を記載することとし、当該医療計画を受けた周産期医療体制に関する個別具体的な内  

容を周産期医療体制整備計画に定めることとしていること。また、この場合には、医療法  

第30条の4第11項及び第12項に基づき、あらかじめ都道府県医療審読会及び市町村  

（救急業務を処理する一部事務組合及び広域連合を含む。）の意見を聴き、医療計画の変更  

後に遅滞なく、厚生労働大臣に提出するとともに、その内容を公示しなければならないこ  

と。  

また、周産期医療体制整備計画の内容が医療計画の周産期医療体制に係る部分の内容と  

大幅に異なることとなる場合は、必要に応じて、周産期医療体制整備計画の内容に合わせ  

て医療計画の変更を行うこと。  

なお、周産期医療体制整備計画の見直し時期については、医療計画の期間に合わせるこ  

とが望ましいと考えられ、例えば、医療計画の期間が平成20年4月から平成25年3月  

までとなっている場合には、周産期医療体制整備計画の見直しを平成25年4月に行うこ  

ととすることも考えられること。  
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周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会  

報告書  

～周産期救急医療における「安心」と「安全」の確保に向けて～  

平成21年3月4日  
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平成21年3月4日  

周産期医療と救急医療の確保と連携に関する懇談会 報告書  

一周産期救急医療における「安心」と「安全」の確保に向けて～  

第1 はじめに   

救急医療は直接患者の生死に関わる医療で、我が国のすべての地域において万全の提  

供体制を整える必要がある。しかし現状は、平成20年10月に東京都で起きた事例等  

にもみられるように‘、解決すべき様々な問題を抱えており、国民が革に安心できる救急  

医療体制の整備を行うことはまさに緊急の課潜と言える。   

中でも、周産期救急医療は少子化対策の観点からもその体制整備が急がれており、国  

民が安心して出産に臨める医療環境の実現に向けて効果的な施策の実行が求められて  

いる。周産期救急医療には母体・胎児の救急医療と新生児の救急医療があり、それぞれ  

の特徴を明確に認識しつつ体制整備の検討を行うことが必要である。   

日本の新生児死亡率はすでに1980年代から国際的に最もすぐれた成凍に到達し  

ている（「人口動態兢軋厚生労働省）。この成果は長年に亘る地域における新生を，璧塊  

中治療管理室（以下、rNユCU」という。）の整備と、母体搬送・新生児搬送という  

施設間連携医療体制の普及によって得られたものである。中でも、低出生体重児をはじ  

めとする／、イリスク新生児の出生数が急速に増加（10年前の約1．5倍に増加：厚生  

労働科学研究）している近年の悪条件にも関わらず新生児死亡率を低下させ続けてむ・、る  

のは、我が国の新生児医療のカによるものであると言える。しかしながら、同時に．．こ  

のハイリスク新生児の増加による新生児医療提供体制の不備も明らかとなってきた。現  

実に1年間に約4万人の疾病新生児・低出生体重児が新生児集中治療を必要と7す・る導ク．  

需要の増大に対する対策が必要になっている。   

一方、妊産婦死亡率（出産10万対）も戦後劇的に改善した。1955年に161，  

7であったものが2007年には3．1にまで低下し、日本は現在国際的にも妊産婦死  

亡率の最も低い国の一つに数えられている。特に、施設分娩の普及や輸血体制の整備及  

び周産期医療対策事業の推進等の成果として、通常の産科疾患による死亡は著しく減少  

している（「人口動態統計」厚生労働省）。その結果、一方で、元来頻度の低い脳血管  

疾患など、産科だけでは対応困難な間凍原因による母体死亡が顕在化してきており、今  
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後、さらに妊産婦死亡率を改善するためには、早急に関連診療科（脳神経外科、心臓血  

管外科、麻酔科、救急科等）との連携など具体的な対策を立てることが必要である。   

周産期救急医療体制はこれまで医療機関相互の連携を中心に整備されてきた。また、  

母体救急疾患は母体と胎児・新生児の診療を同時に行うという特殊性があり、周産期医  

療体制は従来から一般の救急医療とは別に構築されてきた経緯がある。すなわち、平成  

8年度から予算イヒされた周産期医療対策寄集により、都道府県が設置し現場周係者も参  

加する周産期医療協議会で総合的に計画され、産科と新生児の医療を中心とした総合周  

産期母子医療センター及び地域周産油母子医療センター（以下、「周産期母子医療セン  

ター」という。）の盤備が各都道府県において進められてきた。それによって構築され  

てきた医療体制を維持・発展させることは今後も継続しなければならない。一方、周産  

糊母子医療センターの中には、一般救急及び開通診療科㈹榊一経外科、心臓血管外科、  

麻酔科等）が併設されておらず、通常の産科疾患の診療はできても、合併症を有する妊  

婦の救急患者に対応できない施設が存在する。また、産科救急患者の受け入れにはNI  

CUの充実が必要であるが、近年、NICUの不足と新生児野門医の不足、担当スタッ  

フの労働条件の悪化等により受入能力の低下が顕著になっている。妊婦の救急患者搬送  

体制の改替にあたっては、これらの問題も踏まえて検討する必要がある。   

本懇淡会では、前述した東京都の事例を検証し、抽出された問題点を盤理した上で、  

今後の日本における周産期医療と救急医痴の確保と連携のあり方、及び雛壇解決のため  

に必要な対夕糾こついて倹討したd関連領域の専門家と市民代表の委員が談論を重ね、さ  

らに参考人として有識者を招謂して広範な視点からの意見を加え、今般、以下の確言を  

取りまとめたのでここに報告する。  

第2 現状の問題点  

1周産期救急医轟を担うスタッフの不足  

（1）産科医不足   

東京都東部の事例で母体搬送が遅延した原因のひとつとして、当初受入要諦のあった  

総合周産期母子医療センターの産科当直体制が完備していなかったことが挙げられる。  

この背景に、産婦人科の医師数が全体として減少している中で、勤務が特に過酷な産科  

一240－   



（周産期医療）に従事せず婦人科に専従する医師、あるいは出産や育児を機もこ離職又は  

休職せざるを得ない女性医師の割合が増えている実情がある。早急な対策を講じなけれ  

ば、今後、現場の産科医不足が更に悪化する可能性がある。  

（2）新生児医療担当医不足   

新生児医療は急速に発達してきたが、その医療を担当する医師は絶対的に不足し、そ  

れが最適の周産期医療体制を構築するための障壁となっている。NICUは独立して当  

直体制または交代勤務体制を維持する必要があるが、十分な人数の新生児医療担当医を  

確保できていない施設が少なからず存在する。また、新生児科は標梼科として認められ  

ておらず、薪生児医療の専門医養成を行う講座を有する大学医学部も数えるほどしかな  

い。これまで新生児医療は小児科の一領域として発展してきたが、高度医療である新生  

児医療に対する需要が高まる中で、専門的に担当する医師を養成し、医療現場に供給す  

る体制整備が必要である。  

（3）麻酔科医不足   

手術麻酔における麻酔科医の重要度が高まっているにもかかわらず、現在、麻酔科医  

は絶対的に不足しているい周産期医療分野でも、麻酔科医不足は深刻で、帝王切開術の  

麻酔を産科医が施行することも少なくない。掛こ、予定手術よりも母児のリスクが高い  

緊急帝王切開術が多く実施される周産期母子医療センターにおいては、麻酔科医の確保  

が強く求められているが、現状では十分に対応できていない。  

（4）救急医療を担う医師の不足   

救急科専門医は、三次救急医療施設である救命救急センターとごく一部の二次救急医  

療施設に勤務しているものの、その絶対数は少なく、全国の二次救急医療施設のほとん  

どが専門医を確保できていない。我が国の救急診療の多くは、急性心筋梗塞、脳血管障  

害及び外傷など急性傷病の種類に応じ、各診療科医師が一般診療との兼務によって担わ  

れているのが実態である。しかし、その各診療科医師達も過重労働、救急医療の高度化  

および医療訴訟に対する危惧から救急診療を敬遠する傾向にある。この結果、救急医療  

を担う医師の絶対数が不足している。  
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（5）分娩を取り扱う助産師の不足  

地域においては、合併症のない妊産婦及び新生児のケアを担う助産師が不足している。  

また、院内助産所・助産師外来の普及やハイリスク妊娠・出産の増加とともに、助産  

師の保健指導等への関与がこれまで以上に必要となっている。  

（6）新生児医療を担う看護師の不足   

新生児医療現場は常時3床当たり1名の肴髄師配置が求められるNICUと、常時8  

床当たり1名の看護師配置が求められるGCU（NICUに併設された回復期病室）か  

ら構成されている。新生児医療ニーズに比してNICUの絶対数が不足している地域で  

は、NICUは恒常的に満床の状態にあり、NICUへの新規入院患児が出ると，NI  

CUで管理している児をGCUに移して対応している実情がある。このためG■CUにお  

いてもNICUと同等の高い看護レベルと看破師配倍が求められるが、それに対応でき  

る希破職員が不足している。一方で、NT CUに空床がある場合でも、看誠職員の配置  

ができずに縮′j、して運営している施設も存在する。  

2 風塵期医療機関の機能と相互違彿の問題   

周遊期母子医療センターはハイリスク患者を多く取り扱うべく盤儲されてきたが、地  

域のニーズ増大に対して、妊産婦救急症例及び低出生体重児、疾病新生児の受入能力が  

不足している。この塩者受入能力の不足は、医療スタッフの不足と受入可能病床の不足  

が主な原因である。特にNICUは恒常的に満床かそれに近い状態にあり、これが周産  

糊救急患者の受け入れを阻既にしている。   

周産期母子医療センターにおける空床確保の困難に拍車をかけている要因として、周  

産湖母子医療センター以外の施設でも対応可能な峰症例が周産期母子医療センターに  

搬送される傾向が弛まっていることが挙げられる。これには、医師不足等により周産期  

母子医療センター以外の地域の中核病院の機能が低下していることに加えて、医療機関  

が未受診妊婦などの医学的・社会的ハイリスク妊婦の受け入れを躊躇する傾向や、結果  

賀任を問われることへの不安及び患者の大病院志向が関与している。   

さらに、分娩施設の急激な減少により、地域によっては周産期母子医療センターに正  

常分娩が集中し、それがハイリスク患者のための空床確保を困難にしている。また、N  

ICUが満床となる理由には、低出生体重児の出生増加によって、NICU需要が拡大  

していること、また、NICU退室後の重症児に対する支援体制が十分でないことなど  

4  
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から、NICUから退室できずに長期入院を続けている重症児が存在することなどもあ  

る。   

一方、医療スタッフの不足は、必要な当直医師数の確保などを困鰍こし、当直医が一  

人の患者の診療に当たっていれば、新たな救急患者が受け入れられない状況も生じてい  

る。   

これらのことが重なって、多くの地域で周産期母子医療センターがその機能を十分に  

果たせない実情がある。総合周産期母子医療センターが一施設のみの地域においては、  

当該センターがかろうじてその機能を果たしている場合もぎいが、総合周産期母子医療  

センターが複数存在する大都市では、多数の患者を複数の総合周産期母子医療センター  

で分捜して受け入れる体制をとる必要があり、そのために結果として搬送先の選定に時  

間を要する事例が発生している。－また、ベッド不足や人貞不足には地域間格差が存在し、  

地域内での患者受入能力が不十分な地域では隣接県の施設に依存せざるを得ない状況  

も存在する。特に、首都圏では県境を越えての搬送が常態化しており、より広域の連携  

の必要性も生じている。  

8 用度期救急医■と一般救急医瘍の連携の問題   

周産期医療体制は一般産科救急医療と胎児・新生児救急医療の範囲では、ほぼ自己完  

結的に対応することが可能で、特に新生児に関するネットワークは比戟的順調に運用さ  

れてきた。一方、母体救命救急においては、→般救急医療及びその関連診療分野との連  

l 携が受入体制の確保のため極めて重要であるが、現状は十分な体制が確保されていると  

iまいえない。周産期母子医療センター等に母体救命救急に対応可能な体制が併設されて  

いる施設でも、施設内での適切な連携体制が取られていない場合がある。また、同…一施  

設に一般産科救急と新生児救急のいずれかが存在せず、施設間連携が必要な地域におい  

ても、その連携体制が十分整備されていないところが存在する。   

周産期救急患者に適切に対応するためには、初期、二次周産期医療機関において、個  

別症例ごとに、通常の周産期医療体制によって対応するか、母体救命救急症例として対  

応するかを判断する必要があるが、その判断基準について地域の医療機関と消防機関と  

の間でコンセンサスが形成されていない。  
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4 一情報システムの間撥   

周産期救急情報システムは、情報の更新を各医療機関に依存しているため、常にリア  

ルタイム情報が提示されているとは限らず、緊急時に必ずしも有用でない場合がある。  

また、情報のセンター化が遅れている地域や情報の迅速活用ができていない地域も存在  

する。さらに、情報システムが都道府県ごとに別個に運営されているため、閲覧できる  

受入可能な医療機関の情報が県内に限られてしまい、県内の医療機関の受入能力が不足  

している地域では、搬送先の選定に困難を生じる場合がある。   

また、周産期医療体制構築の経緯が既述の背景を持つことから、半数以上の都道府県  

で一般救急のための救急医療惜報システムと周産期救急情報システムがそれぞれ独立  

して運用されている。そのような地域では、母児両方に適切な医療を提供できる受入医  

療機関の選定を円滑に行えない場合がある。  

5 妊産婦死亡の実態が不明   

妊産婦死亡は、死亡診断事の記職時に、死亡と妊娠が関係づけられない場合には、統  

計上把握できない。間接死亡等の症例を含めれば、我が国の妊産婦死亡率は死亡診断苦  

から推定される数倍よりも35％高い備になることが指摘されている（厚生労働科学研  

究）。妊産婦死亡に関するデ」タを、標準的診療の設定、医療体制の改替及び疾病予防  

に正しくフィードバックできるように、死亡診断番の記一炊内容のあり方を見直し、正確  

な妊産婦死亡の実儲を把握する必要がある。  

6 社会的ハイリスク妊婦の実情が不明   

妊娠中に産科医療機関を受診していない魁者は、妊娠に関する基本情報がない。妊婦  

健診未受診の背景に社会的経済的ハイリスク要因が指摘されているが、合併症を有する  

頻度が高く医学的にもハイリスクである。このため、未受診妊婦を含めた社会的ハイリ  

スク要因を明らかにし、必要な対策を純ずる必要がある。  

第8基本的な方針（検討における大前提）   

具体的な検討を行うに際し、談論の方向性を集約化するため、以下のような方針を大  

前提とした。  
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1 匡lの暮務   

少子化社会にあって、妊産婦・胎児・新生児を対象とする周産期医療が明日の日本社  

会を構築する基盤であるという認識のもと、政府として万全の体制を整備していくとい  

う意思を表明し、この領域における医療の「安全」と子を産み育てることへの国民の「安  

心」と「希望」の確保を最優先することを国の責務とする。   

周産期医療は、複雑な医療提供体制の中の一部であり、周産期医療のみを視野に入れ  

た全国画一的な対応では問題の解決が困難であることを自覚し、医療提供体制全体を捉  

えた上で、机上の空論に陥らず、現状を十分に踏まえた解決方法を模索しなければなら  

ない。   

医療提供体制は、都道府県が責任を持って構集すべきものであるが、国は・日本全体を  

見据えた方向性を示す責務がある。   

国は、厳しい財政状況ではあるが、財源確保に努めつつ、医療現場に過度の負担がか  

かることのないよう、必要な財政支援や診療報酬上の措置等の対策を検討すべきである。  

2 地域の投網   

医療撞供体制は地域ごとにそれぞれ異なった特性を有しており、国としての総括的な  

対応に加え、それぞれの地域においてその特性を踏まえた効果的な対策を講じなければ  

ならない。地方自治体や地域の医療コミュニティが動かなければ、問題は解決しないこ  

とを念頭に置くべきである。   

特に地方自治体は周産期救急医療体制が抱えている問題を正しく認識し、各種政策廟  

暦の中でその間題解決の優先度を適切に決定する責任がある。   

地方自治体は、地域における医療コミュニティとの連携を密にし、上記課居に対する  

対策を検討する必要がある。その際、社会的ハイリスク妊婦の対策についても併せて検  

討する必要がある。  

3 医療現場の役割   

医療機関の管理者は、周産期医療と救急医療の諸問題の重大さを認識し、その解決に  

向けて努力しなければならない。   

医療機関においては、医療の高度化と専門化tこより診療科別あるいは臓器別の医療に  

流れがちであるが、救急医療では多くの診凍科の連携が不可欠である。これは周産期救  

7  

－245－   



急医療においても同様であり医療機関の管理者は、産婦人科、／」、児科（新生児）、麻酔  

科、救急医療に関連する診療科及び救命救急センター等が協働して診療できる体制の構  

築に努める必要がある。   

一方、医療従事者は、医療に関わる様々な問題について自らもその原因を抽出すると  

ともに、国衆び地方自治体に対して情報を発信し解決を目指した提言を行うべきである。  

また、救急医癖では各診療科に関わる医学的知識と診療行為が必要であり、周産期に生  

じる急性病態についても、各診療科が協力してデータを集積、分析し、研究を進めてい  

く必要がある。  

4 国民、地域住民の協力   

より良い医舵体制を保持するためには、地域住民の理解と協力が不可欠であり、患者  

側からの視点による問題点の指摘や要望の発倍を行うなど、周産期医療、救急医疲の体  

制向上への国民の塘極的な関与が期待される。  

第4 月産期救急医療体鰍＝ついての提言   

上記前提を踏まえっっ、周産期救急他者（妊産婦救急及び胎児：新生児救急）の受け  

入れが迅速かつ円滑に行われる体制を構築し、それらの体制を国民に対して広くわかり  

やすく提示し、もって国民の安心と安全を確保するため、本懇談会は国に対し以下の体  

制盤傭の推進を捏言する。  

1 現状の把握及び什報公開   

地域における搬送部例等の分析を綿密に行い現状把握に努める。それらの情報把握の  

あり方等については、地方自治体及び総務省消防庁とも連携し、その詳細を早急に検討  

する。なお、現に国が保有する各種統計調査のデータ等についても、械極的な活用のあ  

り方を検討する。  

2 関係者仰の連携   

厚生労働省の救急医療担当と周産期医療担当の連携の更なる強化（平成21年1月1  

日に、救急・周産期医療等対策室を殴置1に努める。併せて、総務省消防庁との連携に  
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ついても、継続的な協力体制を確保する。また、都道府県も同様に担当部門間の連携体  

制の確保に努める。   

医療現場においても、救急医療部門と周産期医療部門（妊産婦救急及び胎児・新生児  

救急）及びその関係部門（脳神経外科、心臓血管外科、麻酔科等）の連携を推進する。  

なお、これについては、日本産科婦人科学会・日本救急医学会による「地域母体救命救  

急体制整備のための基本的枠組の構築に関する提言」（平成20年11月18日）を参考  

とする。また、都道府県は、上記連携を強化して地域の実情に即した母体救命救急体制  

を整備するため、早急に検討の場を設ける。   

救急医療施設と後方施設との連携を強化する。これについては、NTCUに長期入院  

している児童への対応に閲し、平成19年12月26日に4局連名通知（医政発第  

12260006号、雇児発第1226004号、社媛発第1226002号、保発第1226001号）が発出  

されたところであるが、その効果を検証するとともに、更なる有効な対策を検討する。   

以上を達成するためには、行政組線や医療機卿こおけ昂二度軋．虻＿盈鮭迫する必要が  

ある。  

3 医よ機関のあり方と赦急点者の搬送体欄  

（1）医療機朋の機能のあり方   

冒頭に既述したように、産科領域以外の急性期疾患を合併する妊産婦の診療という点  

では、これまで十分な体制整備がなされてこなかったことから、今後は、現在の周産期  

医療機能を損なうことなく、産科領域以外の急性期疾患を合併する妊産婦にも最善の医  

療が提供できるよう、周産期医療対策事業の見直しを行う。   

また、以上の内容を考慮し、地域のニーズに沿うよう幅を持たせつつ、中長期的視点  

にたって周産期母子医療センターの由定基準を見直九なお、各周産期母子医療センタ  

ーは、現状で提供可能な診療機能を明示し、病態に応じた搬送先選定の迅速化に役立て  

る。  

（周産期母子医療センターの分類例）   

総合周産期母子医療センター（母体・胎児・新生児型）［MN型総合周産期センタ   

ー］   

産科・MFICU・小児科（新生児）・NICU（小児外科・／J、児心臓外科）   

救命救急センター・麻酔科・脳神経外科・心臓外科等  
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綺合周産期母子医療センター（胎児・新生児型）［N型総合周産期センター］  

産科・MFICU・′ト児科（新生児）・NICU（／ト児外科・／J、児心臓外科）・麻  

酔科  

地域周産期母子医療センター（母体型）［M型地域周産期センター］  

産科・小児科（新生児）・救命救急センター・麻酔科・脳神経外科・心臓外科等  

・地域新生児搬送センター［N型地域周産期センター］  

′ト児科（新生児）・関迎診療科（地域における新生児搬送及びそのコントロール機能  

を有する）   

上記の柵想に沿って体制盤側の詳細を検討する。その麒、既存の周産湖医療提供体制  

に支醗を来すことのないよう配慮しつつ、地域のニーズや症例数に見合った施設の配置  

を検討する。   

なお、特に需要の多い都市部では、産科、′ト児科（新生児）、麻酔科、救急医療の関  

辿診療科（脳神経外科、循環詐内科、心臓外科など）を有し、救命救急センターを併設  

し、必要な設備及び人員を揃えた適正な規模の医療機関の盤僻を進める。この場合、2  

4時間患者を受け入れる体制のため空床確保などが必要であるが、病院の運営上は不採  

算となることが予想される。それに対し、また、医療機関が積極的に救急患者の受け入  

れを行うためにも、当該医療機鯉馴こ経済的負担が掛からないような支援策を検討する。  

また、都道府県は、周産期母子医療センターの整備を進める際、地理的不均衡や機能的  

問題が生じないよう適切に配慣する。  

（2）救急医療・周産期医療に対する財政支援とドクターフィー   

妊産婦の租極的な受け入れを推進するため、周産期母子医療センターに対して、凰  

産期医療に関する診療実練を客観的に評価する仕組みの検討が必要である。   

医師に対しては、産科医・衆生児医療担当医だけでなく、麻酔科、救急科、脳神経  

外科、．循環器内科等、関連診療科医師の周産期医療に関わる活動、救命救急センター  

における医師の活動、また、他医療機関に出向いての応援診療や新生児の迎え搬送等  

10  
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に対しドクタ「フィーのあり方を鯉する。また、人員確保が困難な周産期医療に携  

わる助産師、看護師等に対する適正な評価も検討する。   

医療機関に対しては、救命救急センター及び二次救急医療機関での関連診療科にお  

ける 妊産賂受入を推進するため、支援策を検討する。また、減少が続く初期・二次産  

科医療機関の周産期医療からの撤退を防ぐた捌こ、出産育児一時金の引き上げ等の推  

定を行㌔   

上記の支援策については、診療実演等の客観的な評価に基づき辞じられるべきであ  

る。  

ー
 
．
．
．
」
i
一
l
」
■
t
r
－
■
 
、
・
－
．
．
i
 
l
－
1
1
r
・
・
‖
l
r
l
l
■
l
r
・
＝
＼
 
、
・
 
 

（診療実演の評価項目の例）  

○母体について   

・ハイリスク妊娠・分娩取扱数   

・母体搬送の受入実練   

・母体救命救急症例受入実漬  

○胎児・新生児について（新生児領域）   

・1000g未満児の取扱数   

・1500g未満児の取扱数   

・母体搬送の受入実斌   

・新生児の受入美観   

・新生児搬送（迎え搬送、三角搬送、戻り搬送※）の美顔   

・新生児外科手術件数  
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※ 迎え搬送：受入医療機関の医師が救急車等で依頼元医療機関へ行き、新生児と同乗して自らの医療機  

関に搬送すること   

三角搬送：周産期母子医療センター等の医師が救急車等で依親元医療機朋〈行き、新生児と同乗して  

他の受入医廠軌剛こ搬送すること   

戻り搬送：状態が改善した妊産婦又は新生児を受入医療機関から搬送元医療機関等に搬送すること   

なお、医師が必要に応じて、複数の医療機関で医療行為を行うことができ、かつ、そ  

の活動が適切に評価される環境を整備するため、公務員である医師の兼業規程の運用を  

周知するとともに、その支援策を検討する。  
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（3）地域におけるネットワーク   

周産期救急医療の提供体制整備のためには、地域に根ざしたネットワークを構築する  

ことが重要であり、この地域ネットワークの構築には、周産期医療に関わるすべての医  

療機関及び医療従事者、保健福祉施設及び担当者、地域の保健医療行政の担当者及び地  

域住民の協力が必要である。  

① 初期対応と初期救急  

・都道府県及び市町村は、それぞれの地域において、診療所・助産所を含む初期・   

二次の産婦人科医療機関による救急患者の初期対応と受入状況を把握する。  

・初期対応・受入能力の低下している地域においては、二次医療機関は初期医療機  

関の協力を得て休日夜間の診療体制を強化し、必要に応じて愉‥醇制の盤備等を推進   

する。この場合、産科初期救急患者の多くを占める妊娠初期の異常は産科医療と婦  

人科医療に区別することが囲難であることから、妊娠初期に症状を訴える盛者に対  

しては、その鑑別にこだわらず、周産糊初期救急として適切に対応する必要がある。  

・初期対応のための周産期医療ネットワークについては、地域の需粟や患者の利便  

性も考慮した体制を確保する。  

・他の診療分野の救急医療体制との連携を図り、産科以外の合併症疾患等への対応  

も円滑に行われる体制とする。  

② 高次医療機関の機能の強化と維持  

・都道府県lま、地域内のハイリスク妊産婦の管理・治療が適切に行われるように、  

周産期母子医療センターの人員及び設備の強化を図る。  

・都道府県及び地域の医療関係者は、救急患者に関わる医療情報システムを盤僻し、   

初期・二次及び三次の産科医療機関の間で、各医療機関の診療機能や受入状況等の   

情報の共有化を進めるとともに、その情報の有効活用を促進する。  

・初期・二次の産科医療機関は、軽症及び中等症の患者への救急対応に関する相応  

の役割を分担し、総合周産期母子医療センターの重症救急患者の受入能力の確保に  

協力する。  

・総合周産期母子医療センターが受け入れた妊産婦及び新生児を、状態が改善した  

時に搬送元医療機関等に搬送する体制（戻り搬送）を促進する。   

国及び都道府県は、上記の体制整備に対して必要な支援策を検討する。  
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（4）医療機関等におけるリソースの維持・増強  

（D ⅣICUの確保   

周産期母子医療センターにおける搬送患者受入困難の主因がNICUの満床にある  

ことから、その解消を図ることが重要である。   

低出生体重児の増加及び長期医療を必要とする新生児の増加等によって、近年NIC  

Uが著しく不足していることを認識し、平成6年度の厚生科学研究において提示された  

NICU必要病床数、出生1万人対20床を見直す必要がある。   

・都道府県は、出生1万人対25～30床を当面の目標として、地域の実情に応  

じたNICUの整備を進める。NICUの規模については、現状の人的資源、  

勤務者の労働条件、患者の利便性等を考慮して最適化を図り、設置にあたって  

は闇雲に分散させることは避ける。   

・増床したNICUの適正運用のため、新生児医療を担う医師及び着後師の確保  

に努め、その対策として、例えば、新生児科の標傍や専門医の広告を認めるこ  

とや、専門看護師や認定看護師の取得を推進する。  

② 後方病床拡充とNICUに長期入院している重症児に対する支壌体制の充実   

重度の呼吸障害等のため家庭に戻れずNICUに長期入院している重症児に対し、一  

人ひとりの児童にふさわしい療育・療養環境を確保するため、地域の実情に応じ、GC  

U、重症児に対応できる一般小児病床、重症心身障害児施設等の後方病床を整備するこ  

とが必要である。人員、設備ともに不十分な状況にある後方病床を整備し、NICUに  

入院している児童にとってふさわしい療育・療養環境への移行を促すことにより、NI  

CUの有効利用を可能とする。   

このため、GCUや「股小児病床専瑚  

壊の実情に応じて重症心身陣専児施設等の後方病床の整備の支凄を進める必要がある。   

加えて、退院した重症児が安心して在宅療養できるよう、地域における一時預かりサ  

ービスの充実や訪問者護ステーションの活用促進に向け、その整備への支援を進める。  

併せて、繋急入院に対応できる病床の確保やレスバイトケアのために、例えば一般小児  

科病床の活用なども重要であり、独立行政法人国立病院機構をはじめとして全国の施設  

において短期入所病床を整備することに対する宝達が求められる。  
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また、患者ニーズと地域の医療・福祉サービス等の支援の詳細を熟知しており、退院  

を支援する担当者（NICU入院児支援コーディネーター）を、総合周産期母子医療セ  

ンター等が配置することを支援する。  

③ 人的リソースの維持・拡充   

医療現場において医療関係者は現在きわめて過酷な条件下での勤務を余儀なくされ  

ている。この過酷な勤務の現状を放置したままで高度な医療対応のみを求めれば、医療  

関係者はさらに疲弊し、現場から離脱することが懸念される。それにより、医師不足、  

助産師不足、看護師不足や、初期分娩施設の減少が一層進み、既存の周産期医療提供体  

制の維持自体が困難になることは明らかで、人的リソースの維持・拡充はまさに喫緊の  

課題である。このため、諸外国の事例も参考にしつつ、以下に掲げる方策について検討  

し、そのための支援策を検討する。  

・医師の確保   

周産期救急医療に従事する医師がやりがいを感じつつ勤務を継続できることが妊  

婦と新生児の生命を守ることに直結しているとの認識を持たなければならない。   

産婦人科医に限らず、新生児医療担当医、麻酔科医、救急医などの実際に診療を行   

う医師を含め、時間外勤務、時間外の救急呼び出し対応（オンコール対応）等につい  

て、十分な実像把握調査を行い、適切に処遇するための医師の手当等に対する支援策  

皇盤鼓する。   

一方、医師確保のためには、当直翌日の勤務緩和、短時間正規雇用や交代勤務制等  

勤務藻境の改革を積極的に推進することが極めて重要である。そのためには、  

各医療機関が設定する定員数の増加が不可欠で、例えば、24時間集中治療を捏供し  

ているNICUでは、新生児医療担当医の定点を7名以上とすることが必要である。  

麻酔科医についても機能に応じて各医療機関において必要な人員を定員化する必要  

がある。   

また、新たに産科医や新生児担当医を目指す若手医師に対する支援、老生児粗壁速  

埠や専門医の広昔を認めること等が必要である。国及び都道府県は、大学や学会等が  

行う医師養成・確保事業への支援など、周産期医療を支える医師の確保・育成に取り  

組む必要がある。  
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・助産師の確保   

診療所等に勤務する助産師の確保や地域で妊産婦の保健指導を行う要員等として  

の助産師の確保が必要である。また、病院においては助産師による妊婦健康診査（助  

産師外来）や、チーム医療としての院内助産所を推進する必要がある。このためには、  

地域における助産師の確保や助産師の養成を推進するとともに、教育を充実させ助産  

師の資質の向上を図る必要がある。   

約2万6千人いる潜在助産師の発掘や他科に勤務する助産師を産科に呼び戻すこ   

と、また、助産師が充足している施設から不足している施設への出向を推進する体制  

を構築することなども確保策の一つである。  
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・看護師の確保   

周産期医療に携わる看護師、特にNICUの看護師の不足を緩和するため、看護師  

が専門性を高め安全に看護に当たるための研修・教育の機会を確保することも重要で  

ある。特にNICUに関係する認定者護師等の専門性の高い看護師の養成や訪問着護  

師の重症心身障育児等に対する看護研修の強化が必要である。  

・女性医師の勤務継続支蝮   

離職防止及び産休・育休後の復職支援のため、院内保育所や病児・病後児保育の整  

備を促進するとともに、現存する種々の保育サービスの利用を支援する必要がある。  

また、短時間正規雇用や交代勤務制の導入等を進め、女性医師が継続して勤務できる  

環境を整備する。  

・救急隊員のスキルアップ   

妊産婦や新生児の搬送に関わる救急隊員のスキルアップのため、メディカルコント   

ロール体制の下で、救急隊員と医療関係者の連携を強化する。地域メディカルコント  

ロール体制を通じた救急隊員の訓練・教育に、周産期関係者が積極的に参加すること  

が求められる。  

・医師事務作業補助者の配置   

医師・助産師・看護師等が、それぞれの業務に専念できるよう、医師事務作業補助  

者を必要数酉己置する。  
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